
 令和 2年度 美ら海花まつり TVCM制作業務 

特記仕様書 

 

第１条（適用） 

 本特記仕様書（以下、「特記仕様書」という。）は、令和 2年度 美ら海花まつり TVCM制作

業務（以下、「本業務」という。）を遂行するために必要な事項を定める。 

 なお、特記仕様書中、（一財）沖縄美ら島財団を「甲」といい、特記仕様書および委託契約

書等に基づき、甲から委託を受けて本業務を行うものを「乙」という。 

 

第２条（目的） 

 本業務は、令和 3年 1月23日～2月28日に開催される令和 2年度 美ら海花まつりのTVCM

を制作・放送し、海洋博公園並びに熱帯ドリームセンターへの誘客促進を目的とする。 

 

第３条（業務内容） 

（1） 乙は、甲より貸与された文字データ・画像データ及び印刷データ等を基に TVCMを制

作すること。 

（2） 内容は下記のとおりとする。  

① 業務期間：契約締結日翌日～令和 3年 2月 28日 

② 放送期間：令和 3年 1月 23日～令和 3年 2月 28日 

③ 秒数：令和 2年度 美ら海花まつり CM15秒 

④ 貸 与 品  画像データ・文字データ 

 

第４条（資料の貸与） 

（1） 甲は、制作に伴う最新のデータを乙に貸与する。 

（2） 乙は、貸与された関係資料の必要がなくなった場合には、監督職員の指示に従うこと

とする。 

（3） 乙は、貸与された関係資料を丁寧に扱い、紛失損傷してはならない。 

（4） 乙は、貸与された関係資料に守秘義務が求められるものについては、複写等をしては

ならない。 

 

第５条（再委任の制限） 

（1） 乙は、本業務の項目中、以下の項目については、再委任してはならない。 

① 本業務における総合的な企画、業務管理、手法の決定及び技術的な判断。 

② 本業務における実施内容の解析及び技術的な判断。 

（2） 乙は、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委任にあたっては、甲の承諾

を必要としない。 

（3） 乙は、上記（1）（2）に規定する業務以外の再委任にあたっては、甲の承諾を得なけれ

ばならない。 

（4） 乙は、業務の一部を再委任に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にし

ておくとともに、協力者に対し、業務の実施等についての適切な指導管理を行わなけ



ればならない。なお、協力者は、沖縄総合事務局及び沖縄県の競争参加有資格者であ

る場合は、指名停止期間中であってはならない。 

 

第６条（成果品） 

（1） CMデータ（DVD） 

 

第７条（業務の実施方法） 

乙は、業務の実施に際して甲乙間の協議結果、並びに甲からの指示書に基づいて行うものと

する。また、甲は、本業務実施に関し本特記仕様書にない事項であっても、甲が必要と判断し

た場合には適時、乙に必要な指示を随時することができる。 

 

第８条（知的所有権の確認） 

（1） 本業務実施に伴い発生した知的所有権等については、全て甲に帰属するものとする。 

（2） 本業務に伴い発生した版権については、全て甲に帰属するものとする。 

（3） 乙は、本業務完了後の検査時に、著作権にかかる譲渡書を提出するものとする。 

 

第９条（支払） 

 乙は本業務の完了後、甲の検査承認をもって、代金の支払いを請求することができる。 

 

第１０条（その他） 

本業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議をするものとし、軽微な事項につい

ては甲の指示に従い誠意を持って本業務の遂行にあたるものとする。 



 

 

一般財団法人沖縄美ら島財団 

契約職  

事務局長 西 銘 宜 孝   殿 

 

                       受 注 者 

                       所 在 地 

                        会 社 名 

                      代表者名             ㊞  

 

 

                             著  作  権  譲  渡  書 

 

１ 下記業務の成果物（中間成果物を含む、以下「成果物等」という。）の全ての著作権

（著作権法第 27 条及び第 28 条を含む一切の権利）を本日をもって貴財団へ譲渡す

ることを承諾します。 

２ 貴財団又は貴財団が指定する第三者が成果物等を使用するにあたって一切の著作者

人格権を行使しないこととし、また第三者をして行使させないものとします。 

３ 下記業務に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を

有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ貴財団に通知するとともに、

成果物等の利用が第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むい

かなる知的財産権を侵害するものではないことを保証します。 

４ 成果物等の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、

自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ発注者（甲）に何らかの

損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。 

 

記 

 

業務名：令和 2年度 美ら海花まつり TVCM制作業務 

 

著作物の対象：制作物のデータに関する著作物 

 

 

以上 

 

 

 


